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確定申告に関する無料相談会を下記の日程で開催

いたします。 

事前予約が必要ですので、ご希望の方は、希望する

日時を商工会へご連絡ください。 
 

【開催日】    【税理士】 

①２月１９日（金）荻野 広 税理士 

②２月２５日（木）山田 潔 税理士 

③３月 １日（月）中尾 仁志 税理士 

④３月 ３日（水）芦田 宏美 税理士 

⑤３月 ５日（金）山田 潔 税理士 

⑥３月 ８日（月）足立 和彦 税理士 
 

【相談時間】<1 事業所 60 分> 

①10：00～11：00 

②11：00～12：00 

③13：00～14：00 

④14：00～15：00 
 

 

【問合せ】第一経営支援課 足立香奈江 

税理士による個別相談会のお知らせ 

 
 

 

丹波市商工会では、支所会館の利活用を進めていく

ため、支所会館の未利用会議室の貸出を行っていま

す。対象となる会議室は下記のとおりです。 

自社の事務所等でご活用を検討される会員様がお

られましたらお問い合わせください。 
 

【貸出対象会議室】 

①柏原支所２階会議室 面積 40.00 ㎡ 

②春日支所１階会議室 1 面積 43.10 ㎡ 

③春日支所１階会議室 2 面積 12.25 ㎡ 
 

【問合せ】総務課 足立尚子 

丹波市商工会事務所の貸出について 

 

 

 

 

 

 
 

※持続化給付金について※ 
【概要】 

感染症拡大により、特に大きな影響を受け

ている事業者に対して、事業の継続を支

え、再起の糧となる、事業全般に広く使え

る、給付金が支給されます。 

農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作

家・俳優業など幅広い業種で、法人・個人

の方が対象となりますので、本制度の活用

をご検討ください。 

【重要なお知らせ】 

必要書類の準備に時間を要するなど、申請

期限に間に合わない事情がある方につい

ては、書類の提出期限を 2021 年 1 月 31

日から 2021 年 2 月 15 日まで延長中で

す。申請に必要な書類の提出期限を 2 月

15 日まで延長するためには、1 月 31 日

までに書類の提出期限延長の申込をお願

いします。申込の際の延長理由は幅広く柔

軟に受け付けておりますので、まだ申請が

お済みでない方は、積極的にお申し込みく

ださい。 

【問合せ】 

持続化給付金事業コールセンター 

0120-279-292（土曜日・祝日を除く） 

申請はこちらから      

https://jizokuka-kyufu.go.jp/ 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

※家賃支援給付金について※ 
【問合せ】 

家賃支援給付金コールセンター 

0120-653-930  

申請はこちらから      

https://yachin-shien.go.jp/ 

持続化給付金 
および 

家賃支援給付金 
申請期限 2 月 15 日まで延長 
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～にじいろぽけっと掲載＂知りたかった(興味のあった)＂事業所ランキング～ 
 

１位 株式会社芦田ポートリー様 

2 位（同率） あれっと様 

2 位（同率）イタリア料理 オルモ様 
 

この他にも、にじいろタブレットには多くの事業所様情報を掲載させていただいています。 

今後もにじいろぽけっと第３弾の発行およびプレゼント企画も開催継続予定ですので、 

まだご覧になったことがないという方は、是非ご一読ください！ 
 

    にじいろプレゼント企画内アンケートのご意見を一部ご紹介      

 
 

【概要】 

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、事業用家屋

及び償却資産に係る令和 3 年度固定資産税を、事業収入の減少率に応じて軽減します。 

【対象者】 

令和 2 年 2 月～10 月までの任意の連続する 3 ヵ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて 

■30％以上 50％未満減少している事業者 ⇒２分の 1 

■50％以上減少している事業者 ⇒全額 

【手続きについて】 

①特例申告書等をダウンロード・印刷→ ②認定経営革新等支援機関等（商工会など）へ確認依頼 

→③認定経営革新等支援機関等（商工会など）が確認→ ④事業所様より丹波市へ提出 

※様式ダウンロード：https://www.city.tamba.lg.jp/site/corona/koteizeiseisochi2.html 

【申請期限】 

令和３年２月１日まで 

【提出書類】 

・特例申告書 ※認定経営革新等支援機関等（商工会など）による確認が必要 

・収入が減少したことを証する書類（会計帳簿・青色申告決算書の写しなど） 

・特例対象家屋の事業用割合を示す書類（個人事業主で事業用家屋を所有している場合) 

【償却資産の申告について】 

償却資産については、毎年行われる申告をもって特例を適用します。 

資産の増減等がなくても償却資産申告は必ず行ってください。 
 

【問合せ】総務課 山田 

※事業収入減少による固定資産税の軽減措置について※ 

にじいろタブレット・にじいろぽけっと情報 

チラシも可愛らしくて 

読みたくなる雰囲気 

（30 代 女性） 

写真付きで分かりやすく 

見やすい嬉しい広告でした 

  （70 代以上 女性） 

近い場所でも知らない店があり、又毎日車で前

を通り過ぎたり（中略）早速行ってみます 

（60 代 女性） 


